
第３  床面積及び階の取扱いに関する基準  

１  趣 旨  

こ の 基 準 は 、法 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ る 消 防 用 設 備 等 又 は 特 殊 消 防 用

設 備 等（ 以 下「 消 防 用 設 備 等 」と い う 。）の 設 置 に 係 る 面 積 及 び 階 の

算 定 に 関 し て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  床 面 積 の 算 定  

消 防 用 設 備 等 の 設 置 に 係 る 床 面 積 の 算 定 は 、建 基 政 令 第 ２ 条 第 １ 項

第 ３ 号 に 規 定 す る 床 面 積 及 び 別 記「 床 面 積 の 算 定 方 法 に つ い て 」（ 昭

和 ６ １ 年 ４ 月 ３ ０ 日 建 設 省 住 指 発 第 １ １ ５ 号 ）に よ る ほ か 、次 に よ る

も の と す る 。  

（ １ ）倉 庫 内 に 設 け ら れ た 積 荷 用 の 作 業 床 は 、棚 と み な さ れ る 構 造（ 積

荷 を 行 う 者 が 棚 状 部 分 の 外 部 に お い て 直 接 積 荷 で き る も の 又 は フ

ォ ー ク リ フ ト 、 ク レ ー ン 等 の 機 械 だ け の 使 用 に よ り 積 荷 で き る も

の ）を 除 き 、床 面 積 に 算 入 す る が 、具 体 的 に は 、そ の 形 状 機 能 等 か

ら 社 会 通 念 に 従 っ て 判 断 す る こ と 。  

（ ２ ）建 物 内 に 設 け ら れ た 架 台 は 、当 該 部 分 で 作 業 、通 行 、運 搬 の 用 に  

供 さ れ る 場 合 は 床 と し て 扱 う が 、物 品 を の せ る だ け で 人 が ほ と ん ど

乗 る こ と が な け れ ば 床 と し て 扱 わ な い こ と 。  

（ ３ ） ラック式倉庫の延べ面積等の算定は、次によること。  

ア ラック式倉庫（棚又はこれらに類するものを設け、搬送装置（昇降機

により収納物の搬送を行う装置をいう。）を備えた倉庫をいう。）の延

べ面積は、各階の床面積の合計により算定すること。この場合において、

ラック等（棚又はこれに類するものをいう。以下この項において同じ。）

及び搬送通路を設けた部分については、当該部分の水平投影面積により

算定すること。【図１】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】  



イ  ラック式倉庫のうち令第 12条第１項第５号の適用において次のいず

れかに該当する場合は、ラック等を設けた部分の面積により算定するこ

と。 

この場合、当該部分に対してのみスプリンクラー設備を設置すればよい

こと。  

（ア）ラック等を設けた部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しく

は壁又は防火設備（区画に用いる防火戸は、常時閉鎖式又は随時閉鎖

式のものに限る。）で区画されているもの【図２】  

（イ）ラック等を設けた部分の周囲に幅５ｍの空地が保有されているも

の【図３】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】  

【図３】  



 

ウ  前 （ ア ） に 該 当 す る 場 合 、 令 第 12条 第 ４ 項 の 適 用 に つ い て は 、

ラ ッ ク 等 を 設 け た 部 分 に お け る 倉 庫 の 構 造 に よ る こ と と し て よ

い こ と 。 【 図 ４ 】  

エ  ラ ッ ク 等 を 設 け た 部 分 の 床 面 積 が 、延 べ 面 積 の 10％ 未 満 で あ り 、

か つ 、300㎡ 未 満 で あ る 倉 庫 に あ っ て は 、当 該 倉 庫 全 体 の 規 模 に

か か わ ら ず 、 令 第 12条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る ラ ッ ク 式 倉 庫 と

し て 取 り 扱 わ な い こ と が で き る こ と 。  

オ  自 動 式 ラ ッ ク の も の は 、階 数 を １ と し て 床 面 積 を 算 定 し 、積 層

式 ラ ッ ク （ 広 が り を も っ た 床 板 （ グ レ ー チ ン グ 、 エ キ ス パ ン ド

メ タ ル 等 を 含 む 。 ） を 有 し 、 階 層 が 明 確 な も の を い う 。 ） に つ

い て は 、 階 層 ご と に 床 が あ る も の と し て 算 定 す る こ と 。  

（ ４ ） 駐 車 の 用 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 等 は 、 次 に よ り 算 定 す る こ と 。  

ア  車 路 は 、床 面 積 に 算 入 す る こ と 。た だ し 、上 部 が 開 放 さ れ た 部

分 は 、 算 入 し な い も の と す る こ と 。  

イ  耐 火 構 造 に よ り 有 効 に 防 火 区 画 さ れ た 駐 車 の 用 に 供 し な い 部

分 を 介 し て 、 ２ 個 所 以 上 の 駐 車 の 用 に 供 す る 部 分 が 存 す る 場 合

は 、 そ れ ぞ れ の 駐 車 の 用 に 供 す る 部 分 ご と に 床 面 積 を 算 定 す る

こ と 。 【 図 ５ 】  

 

 

 

【図４】  



 

 

 

 

 

 

 

ウ  外 気 に 開 放 さ れ た 高 架 工 作 物 （ 鉄 道 又 は 道 路 等 に 使 用 し  

て い る も の ）下 に 設 け る 令 別 表 第 一 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 に 付 随 す

る 駐 車 の 用 に 供 す る 部 分 は 、さ く 、へ い 等 で 囲 ま れ た 部 分 又 は 当

該 工 作 物 の 水 平 投 影 面 積 を 床 面 積 に 算 入 す る こ と 。 【 図 ６ 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５】  

【図６】  



エ  昇 降 機 等 の 機 械 装 置 に よ り 車 両 を 駐 車 さ せ る 構 造 （ 立 体 駐 車  

場 ）及 び 同 方 法 で 自 転 車 を 駐 輪 さ せ る 構 造（ 立 体 駐 輪 場 ）の 床 面 積

に つ い て は 、水 平 投 影 面 積 を 床 面 積 と し て 算 入 す る こ と 。【 図 ７ 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

オ  多 段 方 式 の 機 械 式 駐 車 場（ 昇 降 機 等 の 機 械 装 置 に よ り 車 両 を 駐

車 さ せ る 構 造 の も の を い い 、工 作 物 に 限 る 。以 下 同 じ 。）の 収 容

台 数 の 算 定 方 法 に つ い て 、機 械 式 駐 車 場 を 複 数 近 接 し て 設 置 し た

場 合 、設 置 さ れ る 機 械 式 駐 車 場 相 互 の 間 隔 が ６ ｍ 以 下 と な る も の

に あ っ て は 、防 火 壁 そ の 他 防 火 上 有 効 な 構 造 の も の（ 以 下 こ の 項

に お い て「 防 火 壁 等 」と い う 。）に よ り 延 焼 防 止 措 置 が な さ れ て

い る 場 合 を 除 き 、 そ れ ぞ れ の 機 械 式 駐 車 場 の 収 容 台 数 を 合 計 し 、

令 第 13条 を 適 用 す る 。 【 図 ８ 】  

 

 

 

 

 

 

 

【図７】  

【図８】  



な お 、 防 火 壁 等 に よ り 延 焼 防 止 措 置 が な さ れ て い る 場 合 の 取  

り 扱 い は 、 次 の と お り と す る こ と 。 【 図 ９ か ら 図 12】  

（ ア ） 耐 火 構 造 と し 、 か つ 、 自 立 す る 構 造 と す る こ と 。  

（ イ ）機 械 式 駐 車 場 の 両 端 か ら ５ ０ ｃ ｍ 以 上 、最 上 段 の 車 両 の 頂 部

よ り ５ ０ ｃ ｍ 以 上 突 出 さ せ る こ と 。  

（ ウ ）防 火 壁 等 に は 、配 線 、配 電 管 が 貫 通 す る 場 合 を 除 き 、そ の 他

の 開 口 部 を 設 け な い こ と 。  

（ エ ）配 線 、配 電 管 が 、防 火 壁 等 を 貫 通 す る 場 合 に お い て は 、当 該

管 と 防 火 壁 等 と の す き 間 を モ ル タ ル そ の 他 の 不 燃 材 料 で 埋 め

る こ と （ 雨 水 処 理 の た め の 排 水 管 を 除 く 。 ） 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図９】  

【図 10】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）駅 舎 で 次 の い ず れ か に 該 当 す る 部 分 は 、 床 面 積 に 算 入 し な い こ と

が で き る こ と 。  

ア  延 長 方 向 の １ 面 以 上 が 直 接 外 気 に 開 放 さ れ た プ ラ ッ ト ホ ー ム 。  

た だ し 、 上 家 の 屋 根 が ２ 以 上 の プ ラ ッ ト ホ ー ム に わ た っ て 連  

続 し て 設 け ら れ た も の を 除 く 。 【 図 13か ら 図 15】  

 

【図 11】  

【図 12】  



 

 

【図 13】延長方向一面開放の例  

 

 

 

 

【図 14】延長方向二面開放の例  

 

 

 

 

 

 

【図 15】ただし書きにより床面積に算入される場合の例  

 

 

 

 

 

 

 

 



部分は、屋根が架かっている部分を示

す。  
部分は、非開放部分を示

す。  

部分は、防火対象物の部分を示

す。  

 

 

イ ２面以上が外気に開放されていて、その面にシャッター等が設けられ

ていないコンコース。ただし、通路上部分で延長方向以外の面だけが開

放しているものを除く。【図 16 から図 18】  

 

    【図 16】  二面開放の例１       【図 17】  二面開放の例２  

 

 

 

 

 

      【図 18】ただし書きにより床面積に算入される場合の例  

 

 

 

  

ウ  １面が外気に開放されていて、その面にシャッター等がなく、かつ、 

開放された面の長さがおおむね奥行の２倍以上あるコンコース。【図 19】 
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【図 19】  



 

（ ６ ） 地 下 駅 舎 の 床 面 積 は 、 次 に よ り 算 定 す る こ と 。 【 図 20】  

ア  改 札 口 内 に あ っ て は 、軌 道 部 分 を 除 き 、す べ て を 算 入 す る も の  

で あ る こ と 。  

イ  改 札 口 外 の コ ン コ ー ス 等 に あ っ て は 、 改 札 口 及 び 駅 務 室  

等 の 施 設 か ら 歩 行 距 離 ２ ０ ｍ 以 内 の 部 分 を 算 入 す る こ と 。  

た だ し 、２ ０ ｍ 以 内 に 随 時 開 く こ と の で き る 自 動 閉 鎖 装 置 付 の

特 定 防 火 設 備 又 は 煙 感 知 器 の 作 動 と 連 動 し て 閉 鎖 す る 方 式 の 特

定 防 火 設 備 が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 当 該 防 火 設 備 の 部 分 ま で と

す る 。  

た だ し 、誘 導 灯 及 び 放 送 設 備 に つ い て は 、２ ０ ｍ を 超 え る 部 分

に あ っ て も 、 設 置 を 要 す る も の で あ る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ７ ）観 覧 場 で 、観 覧 席 の 一 面 が 外 気 に 開 放 さ れ 、開 放 さ れ た 面 の 長 さ

が お お む ね 奥 行 き の ２ 倍 以 上 と な る 観 覧 席 の 部 分 は 、 床 面 積 に 算

入 し な い こ と が で き る も の で あ る こ と 。た だ し 、収 容 人 員 の 算 定 に

あ た っ て は 、 当 該 観 覧 席 の 部 分 を 含 む も の で あ る こ と 。  

 

（ ８ ）地 下 街 及 び 準 地 下 街 の 地 下 道 は 、店 舗 、事 務 所 等 の 各 部 分 か ら 歩

行 距 離 が 地 下 街 に あ っ て は ２ ０ ｍ 、準 地 下 街 に あ っ て は １ ０ ｍ（ 各

数 値 未 満 の 場 合 は 当 該 距 離 ） 以 内 の 部 分 を 床 面 積 に 算 入 す る も の

で あ る こ と 。た だ し 、随 時 開 く こ と の で き る 自 動 閉 鎖 装 置 付 き の 特

定 防 火 設 備 又 は 煙 感 知 器 の 作 動 と 連 動 し て 閉 鎖 す る 方 式 の 特 定 防

火 設 備 が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、 当 該 防 火 設 備 の 部 分 ま で と す る

こ と 。  
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【図 20】 



 

（ ９ ） 防 火 対 象 物 の 一 部 に 法 第 １ ０ 条 第 １ 項 で 定 め る 危 険 物 の 製 造 所 、

貯 蔵 所 又 は 取 扱 所（ 以 下「 危 険 物 施 設 」と い う 。）が 存 す る 場 合 、

法 第 １ ７ 条 第 １ 項 で 定 め る 消 防 用 設 備 等 の 設 置 に あ た っ て の 床 面

積 は 、 当 該 危 険 物 施 設 を 含 め て 算 定 す る も の で あ る こ と 。   た だ

し 、危 険 物 施 設 部 分 の 消 防 用 設 備 等 は 、法 第 １ ７ 条 の 規 定 の 例 に よ

ら ず 法 第 １ ０ 条 第 ４ 項 の 規 定 の 例 に よ る も の で あ る こ と 。【 図 21】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 10）階 に 対 す る 消 防 用 設 備 等 の 設 置 に 係 る 規 定 の 適 用 の 際 、同 一 階 が

屋 外 空 間 等 で 隔 て ら れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 隔 て ら れ た 部 分 ご

と に 床 面 積 を 算 定 で き る も の で あ る こ と 。 【 図 22】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 21】 

【図 22】 



 

３   階 数 の 取 扱 い  

消 防 用 設 備 等 の 設 置 に 係 る 階 数 の 取 扱 い は 、建 基 政 令 第 １ 条 第 ２ 号

及 び 第 ２ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に よ る ほ か 、 次 に よ る も の と す る 。  

（ １ ）  倉 庫 内 に 設 け ら れ た 積 荷 用 の 作 業 床 は 、 ２ （ １ ） で 床 と し て 扱  

う 場 合 は 階 数 に 算 定 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ）建 物 内 に 設 け ら れ た 架 台 は 、２（ ２ ）で 床 と し て 扱 う 場 合 は 階 数  

に 算 定 す る も の で あ る こ と 。  

（ ３ ） 住 戸 の 小 屋 裏 部 分 を 利 用 し て 設 け る 物 置 （ 以 下 「 小 屋 裏 物  

置 」と い う 。）で 、次 の 各 号 に 該 当 す る も の に つ い て は 、階 と み な

さ な い も の で あ る こ と 。  

ア  小 屋 裏 物 置 の 部 分 の 水 平 投 影 面 積 は 、直 下 の 階 の 床 面 積 の ２ 分

の １ 以 下 で あ る こ と 。  

イ  小 屋 裏 物 置 の 天 井 の 最 高 の 高 さ は 、 １ ． ４ ｍ 以 下 で あ る こ と 。 

（ ４ ）自 動 式 ラ ッ ク 倉 庫 及 び 立 体 自 動 車 車 庫（ 機 械 式 駐 車 装 置 の 設 置 さ

れ た 部 分 を 含 む 。 ） の 可 動 床 は 階 数 に 算 定 し な い こ と 。  

（ ５ ）斜 面 、段 地 の 敷 地 に 存 す る 建 築 物 の う ち 、平 均 地 盤 面 が 複 数 生 じ

る こ と に よ り 当 該 建 築 物 の 同 一 階 が 、 部 分 に よ っ て 階 数 を 異 に す

る 場 合 は 、 過 半 を 占 め る 部 分 の 地 盤 面 を 平 均 地 盤 面 と し 階 数 を 算

定 す る も の で あ る こ と 。 【 図 23】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1 階）  

平均地盤面  

平均地盤面  

１階  

２階  
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（過半部分） 

【図 23】  



 

     附   則  

こ の 基 準 は 、 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記  

                            床 面 積 の 算 定 方 法 に つ い て  

 

                     昭 和 ６ １ 年 ４ 月 ３ ０ 日 建 設 省 住 指 発 第 １ １ ５ 号  

                                   建 設 省 住 宅 局 建 築 指 導 課 長 よ り  

                                    特 定 行 政 庁 主 務 部 長 あ て  

 

  床 面 積 の 算 定 方 法 に つ い て は 、建 築 基 準 法 施 行 令 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号

に 規 定 さ れ て お り 、ま た 、「 昭 和 ３ ２ 年 １ １ 月 １ ２ 日 住 指 発 第 １ １ ３ ２

号 新 潟 県 土 木 部 長 あ て 」「 昭 和 ３ ９ 年 ２ 月 ２ ４ 日 住 指 発 第 ２ ６ 号 各 特 定

行 政 庁 建 築 主 務 部 長 あ て 」例 規 が 示 さ れ 、従 来 、こ れ ら に 基 づ い て 取 り

扱 わ れ て き た と こ ろ で あ る が 、ピ ロ テ ィ 、吹 き さ ら し の 廊 下 、屋 外 階 段

等 の 床 面 積 の 算 定 及 び 区 画 の 中 心 線 の 設 定 に つ い て 、な お 、地 方 に よ り

統 一 を 欠 く 向 き が あ る 。  

  今 般 、ピ ロ テ ィ 、吹 き さ ら し の 廊 下 、屋 外 階 段 等 の 床 面 積 の 算 定 及 び

壁 そ の 他 の 区 画 の 中 心 線 の 設 定 に つ い て 、下 記 の と お り 取 り 扱 う こ と と

し た の で 、 通 知 す る 。  

  な お 、本 通 達 は 、昭 和 ６ １ 年 ８ 月 １ 日 以 後 確 認 申 請 書 又 は 計 画 通 知 書

が 提 出 さ れ る も の か ら 適 用 す る 。  

                                       記  

１   建 築 物 の 床 面 積 の 算 定  

  建 築 物 の 床 面 積 は 、建 築 物 の 各 階 又 は そ の 一 部 で 、壁 、扉 、シ ャ ッ

タ ー 、手 摺 、柱 等 の 区 画 の 中 心 線 で 固 ま れ た 部 分 の 水 平 投 影 面 積 に よ

る も の で あ る が 、ピ ロ テ ィ 、ポ ー チ 等 で 壁 、扉 、柱 等 を 有 し な い 場 合

に は 、 床 面 積 に 算 入 す る か ど う か は 、 当 該 部 分 が 居 住 、 執 務 、 作 業 、

集 会 、娯 楽 、物 品 の 保 管 又 は 格 納 そ の 他 の 屋 内 的 用 途 に 供 す る 部 分 で

あ る か ど う か に よ り 判 断 す る も の と す る 。  

  例 え ば 、次 の 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 の 部 分 の 床 面 積 の 算 定 は 、そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。  

（ １ ） ピ ロ テ ィ  

  十 分 に 外 気 に 開 放 さ れ 、 か つ 、 屋 内 的 用 途 に 供 し な い 部 分 は 、 床  

面 積 に 算 入 し な い 。  

（ ２ ） ポ ー チ  

  原 則 と し て 床 面 積 に 算 入 し な い 。 た だ し 、 屋 内 的 用 途 に 供 す る 部

分 は 、 床 面 積 に 算 入 す る 。  

（ ３ ） 公 共 用 歩 廊 、 傘 型 又 は 壁 を 有 し な い 門 型 の 建 築 物  

  ピ ロ テ ィ に 準 ず る 。  

（ ４ ） 吹 き さ ら し の 廊 下  



  外 気 に 有 効 に 開 放 さ れ て い る 部 分 の 高 さ が １ ． １ ｍ 以 上 で あ り 、

か つ 、 天 井 の 高 さ の １ ／ ２ 以 上 で あ る 廊 下 に つ い て は 、 幅 ２ ｍ ま で

の 部 分 を 床 面 積 に 算 入 し な い 。  

（ ５ ） バ ル コ ニ ー ・ ベ ラ ン ダ  

  吹 き さ ら し の 廊 下 に 準 じ る 。  

（ ６ ） 屋 外 階 段  

  次 の 各 号 に 該 当 す る 外 気 に 有 効 に 開 放 さ れ て い る 部 分 を 有 す る 階

段 に つ い て は 、 床 面 積 に 算 入 し な い 。  

イ   長 さ が 、 当 該 階 段 の 周 長 の １ ／ ２ 以 上 で あ る こ と 。  

ロ   高 さ が １ ． １ ｍ 以 上 、 か つ 、 当 該 階 段 の 天 井 の 高 さ の １ ／ ２ 以

上 で あ る こ と 。  

（ ７ ） エ レ ベ ー タ シ ャ フ ト  

  原 則 と し て 、 各 階 に お い て 床 面 積 に 算 入 す る 。 た だ し 、 着 床 で き

な い 階 で あ る こ と が 明 ら か で あ る 階 に つ い て は 、 床 面 積 に 算 入 し な

い 。  

（ ８ ） パ イ プ シ ャ フ ト 等  

  各 階 に お い て 床 面 積 に 算 入 す る 。  

（ ９ ） 給 水 タ ン ク 又 は 貯 水 タ ン ク を 設 置 す る 地 下 ピ ッ ト  

  タ ン ク の 周 囲 に 保 守 点 検 用 の 専 用 の 空 間 の み を 有 す る も の に つ い

て は 、 床 面 積 に 算 入 し な い 。  

（ １ ０ ） 出 窓  

  次 の 各 号 に 定 め る 構 造 の 出 窓 に つ い て は 、 床 面 積 に 算 入 し な い 。  

イ   下 端 の 床 面 か ら の 高 さ が 、 ３ ０ ㎝ 以 上 で あ る こ と 。  

ロ   周 囲 の 外 壁 面 か ら 水 平 距 離 ５ ０ ㎝ 以 上 突 き 出 て い な い こ と 。  

ハ   見 付 け 面 積 の １ ／ ２ 以 上 が 窓 で あ る こ と 。  

（ １ １ ） 機 械 式 駐 車 場  

  吊 上 式 自 動 車 車 庫 、 機 械 式 立 体 自 動 車 車 庫 等 で 、 床 と し て 認 識 す

る こ と が 困 難 な 形 状 の 部 分 に つ い て は 、 １ 台 に つ き １ ５ ㎡ を 、 床 面

積 と し て 算 定 す る 。 な お 、 床 と し て の 認 識 が 可 能 な 形 状 の 部 分 に つ

い て は 、 通 常 の 算 定 方 法 に よ る 。  

（ １ ２ ） 機 械 式 駐 輪 場  

  床 と し て 認 識 す る こ と が 困 難 な 形 状 の 部 分 に つ い て は 、 １ 台 に つ

き １ ． ２ ㎡ を 、 床 面 積 と し て 算 定 す る 。 な お 、 床 と し て の 認 識 が 可

能 な 形 状 の 部 分 に つ い て は 、 通 常 の 算 定 方 法 に よ る 。  

（ １ ３ ） 体 育 館 等 の ギ ヤ ラ リ － 等  

  原 則 と し て 、 床 面 積 に 算 入 す る 。 た だ し 、 保 守 点 検 等 一 時 的 な 使

用 を 目 的 と し て い る 場 合 に は 、 床 面 積 に 算 入 し な い 。  

２   区 画 の 中 心 線 の 設 定 方 法  

  次 の 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 の 壁 そ の 他 の 区 画 の 中 心 線 は 、そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  



（ １ ） 木 造 の 建 築 物  

イ   軸 組 工 法 の 場 合  

  柱 の 中 心 線  

ロ   枠 組 壁 工 法 の 場 合  

  壁 を 構 成 す る 枠 組 材 の 中 心 線  

ハ   丸 太 組 構 法 の 場 合  

  丸 太 材 等 の 中 心 線  

（ ２ ） 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 進 、 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 等 の 建 築 物  

  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト の 躯 体 、Ｐ Ｃ 板（ プ レ キ ャ ス ト コ ン ク リ ー ト 板 ）  

等 の 中 心 線  

（ ３ ） 鉄 骨 造 の 建 築 物  

イ   金 属 板 、 石 綿 ス レ ー ト 、 石 膏 ボ ー ド 等 の 薄 い 材 料 を 張 っ た 壁 の  

場 合  

  胴 縁 等 の 中 心 線  

ロ   イ 以 外 の 場 合  

  Ｐ Ｃ 板 、 Ａ Ｌ Ｃ 板 （ 高 温 高 圧 蒸 気 養 生 さ れ た 軽 量 気 泡 コ ン ク リ

ー ト 板 ） 等 の 中 心 線  

（ ４ ） 組 積 造 又 は 補 強 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 の 建 築 物  

  コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 、 石 、 れ ん が 等 の 主 要 な 構 造 部 材 の 中 心 線  


